
６　薬局の業務を行う体制に係る適合状況

別添　ローテーション表のとおり

（２） －１　調剤従事薬剤師の員数（体制省令第１条第２号）　　※ 新規申請の場合

（２） －２　調剤従事薬剤師の員数（体制省令第１条第２号）　　※ 既存許可施設の場合
Ｘ：調剤薬剤師の員数≧Y

３　薬局の各業務時間 X （人） 値
　　【注】 「 開店時間」：実施設が来局者を受け入れている時間 ／ 「 営業 時間」：医薬品販売時間（開店時間＋特定販売のみを行う営業時間） Y＝T／４０ 前年の総取扱処方せん数（P）

T＝P／S 前年の眼科・耳鼻咽喉科・歯科以外の処方せん数（Q）
P＝Q＋（R×2/3） 前年の眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方せん数（R）

前年の業務日数（S）
前年の１日平均取扱処方せん数（T）

〔 〕 （３）　調剤従事薬剤師の勤務体制（体制省令第１条第６号）
Ｆ：調剤従事薬剤師の週当たり勤務時間数の総和

〔 〕 Ａ：薬局の開店時間の一週間の総和

〔 〕

〔 〕

〔 〕 （４）　要指導医薬品又は一般用医薬品販売従事薬剤師・登録販売者の勤務体制（体制省令第１条第７号）
Ｇ：要指導医薬品又は一般用医薬品販売従事薬剤師・登録販売者の週当たり勤務時間数の総和

〔 〕 Ｉ：要指導医薬品又は一般用医薬品の情報提供場所の数
Ｂ：医薬品販売（要指導医薬品又は一般用医薬品販売）の開店時間の一週間の総和

〔 〕

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

（５）　要指導医薬品又は一般用医薬品の販売体制(体制省令第１条第８号)
Ｂ：医薬品販売（要指導医薬品又は一般用医薬品販売）の開店時間の一週間の総和
Ａ：薬局の開店時間の一週間の総和
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3 (６)　要指導医薬品又は第１類医薬品販売従事薬剤師の勤務体制（体制省令第１条第９号）
4 Ｈ：要指導医薬品又は第１類医薬品販売従事薬剤師の週当たり勤務時間数の総和
5 Ｊ，Ｋ，Ｌ：情報提供場所の数
6 Ｅ：要指導医薬品または第１類医薬品販売の開店時間の一週間の総和
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3 （７）　要指導医薬品の販売体制(体制省令第１条第１０号)
4 Ｄ：要指導医薬品販売の開店時間の一週間の総和
5 Ｂ：医薬品販売（要指導医薬品又は一般用医薬品販売）の開店時間の一週間の総和
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週当たり勤務時間数の総和（ｈ） Ｆ Ｇ Ｈ
（８）　第１類医薬品の販売体制(体制省令第１条第１１号)

Ｃ：第１類医薬品販売の開店時間の一週間の総和
Ｂ：医薬品販売（要指導医薬品又は一般用医薬品販売）の開店時間の一週間の総和

Ｊ Ｌ ※ 〔内訳〕への入力について

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）
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特　記　事　項
業務内容

（行わない業務に二重線を引く）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）

調剤 ・ 医薬品販売 （ 一般用医薬品 ・ 第１類 ・ 要指導 ）
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≪薬局≫　体制省令への適合を示す書類　【薬局の名称：　　　　　　                       　　　　　　　　】

１　薬局の業務内容
　　　□ 調剤業務 (１)
　　　□ 医薬品販売業 〔 卸売販売業を除く 〕

調剤従事薬剤師、要指導医薬品販売従事薬剤師、第１類販売従事薬剤師、医薬品販売従事
薬剤師・登録販売者の常勤 （体制省令第１条第１号・３号・４号）

値

　　　□ 医療機器 （ 販売業 ・ 賃貸業 ）　 〔 □ 高度管理医療機器等　　□ 管理医療機器（管理者要）　　□管理医療機器（管理者不要）  〕
　　　□ 併せ行うその他業務の種類　 〔 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

２　販売授与する医薬品の区分
枚

　　　□　薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く）　　　　　□　薬局製造販売医薬品　　　　　□  要指導医薬品　　　　　□　第１類医薬品
  一日平均処方箋枚数（枚） 　※ 予定

　　　□　指定第２類医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □　第２類医薬品　　　　　　　　　　□　第３類医薬品　　
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５　情報提供場所の数
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４　開店時間における薬剤師又は登録販売者の勤務時間数
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一つの情報提供場所を複数の用途で使用している場合はダブル
計上（再掲）する。
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